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男鹿市告示第５４号 

 

 男鹿市販路拡大支援事業費補助金交付要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

 

  令和７年３月３１日 

 

                                 男鹿市長 菅 原 広 二 

 

 

男鹿市販路拡大支援事業費補助金交付要綱の一部を改正する告示 

男鹿市販路拡大支援事業費補助金交付要綱（令和２年男鹿市告示第２５号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この告示は、地域企業等が商品開発や販路拡大を
目的に行う事業（以下「補助事業」という。）につい
て、地域産業の発展や経営基盤と雇用の安定を図るた
め、予算の範囲内で費用の一部を助成する男鹿市販路拡
大支援事業費補助金（以下「補助金」という。）の交付
について、男鹿市補助金等交付規則（平成17年男鹿市規
則第40号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるも
のとする。 

第１条 この告示は、地域企業等が商品開発や販路拡大を
目的に行う事業について、地域産業の発展や経営基盤と
雇用の安定を図るため、予算の範囲内で費用の一部を助
成する男鹿市販路拡大支援事業費補助金（以下「補助
金」という。）の交付について、男鹿市補助金等交付規
則（平成17年男鹿市規則第40号）に定めるもののほか、
必要な事項を定めるものとする。 

（定義）  

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義
は、当該各号に定めるところによる。 

 

⑴ 単独型 第３条第１項第１号又は第２号のいずれか  
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改正後 改正前 

に該当する者 

⑵ 複合型 第３条第１項第１号及び第２号に該当する
者 

 

⑶ 既存型 第３条第１項第３号に該当する者  

（交付対象者） （交付対象者） 

第３条 補助金の交付対象者は、新規起業者を含む男鹿市

内に住所又は事務所を有する事業者で、申請の日の属す
る年度の末日までに対象事業が完了する者のうち、次の
各号のいずれかに該当する者（以下「交付対象者」とい
う。）とする。 

第２条 補助金の交付対象者は、新規起業者を含む男鹿市

内に住所又は事務所を有する事業者で、申請の日の属す
る年度の末日までに対象事業が完了する者のうち、次の
各号のいずれかに該当する者とする。 

⑴及び⑵ （略） ⑴及び⑵ （略） 

⑶ 既に道の駅おがに出品し、又は男鹿市ふるさと納税
の返礼品に登録している商品（既に商品化されている
ものであって、かつ、補助事業の実施に伴い新たに道
の駅おがに出品、又は男鹿市ふるさと納税の返礼品に

登録するものを含む。）の販路拡大を図るための事業
を実施すると認められる者 

⑶ 既に販売している商品の販路拡大を図るための事業
を実施すると認められる者 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当
する者は、補助金の交付対象者としない。 

２ 前項の規定にかかわらず、暴力団（男鹿市暴力団排除
条例（平成23年条例第20号）第２条第１号の暴力団をい
う。以下同じ。）及び法人その他の団体の代表者、役員
又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等
（暴力団、同条第２号の暴力団員及び暴力団関係者をい
う。）に該当する者があるものは、交付対象者となるこ

とができない。 

⑴ 市税を滞納している者  

⑵ 暴力団（男鹿市暴力団排除条例（平成23年条例第20
号）第２条第１号の暴力団をいう。以下同じ。）の構
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改正後 改正前 

成員又は暴力団に協力し、若しくは関与する等これに
関わりを持つ者 

⑶ その他市長が不適当と認める者  

（補助対象経費） （補助対象経費） 

第４条 （略） 第３条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は補助対象

経費としないものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は補助対象

経費としないものとする。 

⑴～⑷ （略） ⑴～⑷ （略） 

⑸ 支出の確認ができない経費  

⑹及び⑺ （略） ⑸及び⑹ （略） 

（補助金額） （補助金額） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費の２分の１以内と
し、上限額は次に掲げるとおりとする。 

第４条 補助金の額は、補助対象経費の２分の１以内と
し、上限額は次に掲げるとおりとする。 

⑴ 単独型 30万円 ⑴ 第２条第１項第１号又は第２号のいずれかに該当す

る者 30万円 

⑵ 複合型 50万円 ⑵ 第２条第１項第１号及び第２号に該当する者 50万
円 

⑶ 既存型 20万円 ⑶ 第２条第１項第３号に該当する者 20万円 

２ （略） ２ （略） 

第６条～第13条 （略） 第５条～第12条 （略） 

（努力義務）  

第14条 補助事業者は、商工会等の認定支援機関が実施す

る経営指導を受ける等、本補助金を活用した商品の販路

拡大に努めなければならない。また、市長の求めがあっ
た場合においては販路拡大の取組状況を報告しなければ
ならない。 
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改正後 改正前 

（交付決定の取消し） （交付決定の取消し） 

第15条 市長は、補助事業の全部若しくは一部の中止若し
くは廃止の申請があった場合又は次の各号のいずれかに
該当する場合は、第７条第１項の交付決定の全部若しく
は一部を取り消し、又は変更することができる。 

第13条 市長は、補助事業の全部若しくは一部の中止若し
くは廃止の申請があった場合又は次の各号のいずれかに
該当する場合は、第６条第１項の交付決定の全部若しく
は一部を取り消し、又は変更することができる。 

⑴～⑷ （略） ⑴～⑷ （略） 

２ （略） ２ （略） 

（財産の管理） （財産の管理） 

第16条 （略） 第14条 （略） 

（財産処分の制限）  

第17条 補助事業者は、取得財産等のうち、取得対価が50
万円以上のものを市長に対して協議し、承認を受けない
で補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、
貸し付け、又は担保に供してはならない。 

 

２ 前項の規定は、補助金が交付された会計年度終了後、
減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵
省令第15号）に定める期間（当該期間が10年を越えるも
のについては、会計年度終了後10年を限度）を経過した
後においては適用しないものとする。 

 

３ 第１項の規定は、補助事業者の責めに帰すことができ
ない場合又はやむを得ない事由による取壊し若しくは廃
棄する場合は、適用しないものとする。 

 

４ 市長は第１項の協議がなく財産処分があったと認める

ときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命
ずることができる。 
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改正後 改正前 

様式第１号（第６条関係） 様式第１号（第５条関係） 
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改正後 改正前 

様式第２号（第６条関係） 様式第２号（第５条関係） 
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改正後 改正前 
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改正後 改正前 

様式第３号（第７条関係） 様式第３号（第６条関係） 
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改正後 改正前 

様式第４号（第９条関係） 様式第４号（第８条関係） 
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改正後 改正前 

様式第５号（第９条関係） 様式第５号（第８条関係） 
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改正後 改正前 

様式第６号（第10条関係） 様式第６号（第９条関係） 
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改正後 改正前 

様式第７号（第11条関係） 様式第７号（第10条関係） 
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改正後 改正前 

様式第８号（第12条関係） 様式第８号（第11条関係） 
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改正後 改正前 

様式第９号（第13条関係） 様式第９号（第12条関係） 
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改正後 改正前 

様式第10号（第13条関係） 様式第10号（第12条関係） 
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改正後 改正前 

様式第11号（第13条関係） 様式第11号（第12条関係） 

  

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分及び太枠で示した部分である。 
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附 則 

この告示は、令和７年４月１日から施行する。 


